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(57)【要約】
【課題】取付対象物が金属であっても何の問題もなく電
子タグを利用できる取付器具であって、しかもその脱着
がきわめて容易で、かつ取付器具の再利用が可能であり
、製造コスト及び利用コストもきわめて低廉で済む取付
器具を提供しようとする。
【解決手段】電子タグが挿脱自在な絶縁製ホルダ1と、
該ホルダ1をその先端で支持する所定長さの絶縁製支持
部材2とを備え、該支持部材2の基端部に磁性体3を配置
させた。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電子タグが挿脱自在な絶縁製ホルダと、該ホルダをその先端で支持する所定長さの絶縁
製支持部材とを備え、該支持部材の基端部に磁性体を配置させたことを特徴とする金属製
対象物用電子タグ取付器具。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、金属製対象物に電子タグを取り付けるための取付器具に関する。
【背景技術】
【０００２】
　大量の情報を記録させた電子タグは、ワイヤレス式リーダによる電磁波通信によって、
そこに記録された情報を簡易に読みとることができ、工場における治具金型や部品の管理
あるいは倉庫における商品の在庫管理等はもとより、スーパーやコンビニ店舗のレジなど
あらゆる分野で汎用されている。
【０００３】
　このような電子タグが工場の部品管理に用いられる場合、工場における部品は積み重ね
自在のトートボックスや搬送用のパレットなどの収納具に収納されることも多く、そのよ
うなケースでは、それらの収納具に取り付けられる。
【０００４】
　ところで、建設機械や自動車等、重量構造物の製造工場にあっては、その部品の収納具
が堅固な金属製の場合も多く、そのような収納具にそのまま電子タグを取り付けると、収
納具の金属板が電磁波通信の障害となることがある。そこで、このような問題に対して、
特開２００６－８５３２２では図５に示すような取付器具が提案されている。これは、電
子タグ4に支持部材5を取り付け、その支持部材5を収納具（取付対象物）に固着すること
で、電子タグ4を収納具等の対象物から距離を置いて配置させ、それによって電磁波通信
の障害を防ごうとするものである。
【０００５】
【特許文献１】特開２００６－８５３２２（００１７～００２５段、図８、図１０、図１
１）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　前記従来技術は、電磁波通信の障害という問題を排除するという点では有意義な器具で
あったが、その一方で、使い勝手が悪いという問題があり、また取付器具の再利用性が困
難となり、その利用コストも低く抑えることが困難となる問題等がある。
【０００７】
　すなわち、前記取付器具は、電子タグの支持部材を直接固着したり、クリップや針等の
接続手段を用いて取り付けるものとなっている。電子タグの装着は、決められた所定の収
納具に間違わずに取り付ける必要があり、また取付数も多量の場合が多いので、前記取付
器具による装着作業はきわめて煩雑となる。
【０００８】
　また、取付器具の支持部材が収納具に直接固着（例えば接着剤による接着）されるよう
な態様だと、支持部材を取り外した後に取付器具の再利用ができず、使い捨てとせざるを
得ない。さらに、電子タグを再利用する場合には、新たな記録を上書きするため取付器具
から切り離す作業を要し、きわめて煩雑となるばかりか、この場合も取付器具を使い捨て
としなければならなかった。
【０００９】
　この発明は、従来技術の以上のような問題に鑑み創案されたもので、取付対象物が金属
であっても何の問題もなく電子タグを利用できる取付器具であって、しかもその脱着がき
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わめて容易で、かつ取付器具の再利用が可能であり、製造コスト及び利用コストもきわめ
て低廉で済む取付器具を提供しようとするものである。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　このため、この発明に係る金属製対象物用電子タグ取付器具は、電子タグが挿脱自在な
絶縁製ホルダと、該ホルダをその先端で支持する所定長さの絶縁製支持部材とを備え、該
支持部材の基端部に磁性体を配置させたことを特徴とする。
【００１１】
　この発明では、支持部材の基端部に磁性体が配置されているので、その基端部は磁力に
よって金属製対象物に簡単に吸着固定され、また容易に取り外すこともできる。
【００１２】
　次に、電子タグを利用する際は、支持部材基端部の磁性体を金属製対象物に吸着させた
取付状態で、支持部材先端のホルダに電子タグを挿入するか、あらかじめ支持部材のホル
ダに電子タグを挿入した状態で吸着さえすれば良く、いずれにしてもきわめて簡単に電子
タグの装着が完了する。電子タグの記録読み取り作業が終了し、その後再度の読み取りが
ないのであれば、電子タグをホルダから抜き取るか、取付器具自体を金属対象物から外せ
ば良い。これらの作業もきわめて簡易に行える。回収した取付器具及び電子タグはもちろ
ん再利用が可能である。
【００１３】
　なお、電子タグの取付対象が金属製であるものの、ホルダが所定長さの支持部材を介し
て対象物に取り付けられており、電子タグはその対象物から離れて位置することになるの
で、リーダによる記録読みとりの際に、電磁波通信の障害が生じることもない。
【発明の効果】
【００１４】
　以上のように、本発明によれば、金属対象物に対して取付器具をきわめて簡単に脱着で
きる。また、脱着自在なので、一度利用した取付器具をその後何度でも利用できる。しか
も、ホルダに挿入する電子タグを入れ替えることで、多様な種類の電子タグの取付器具と
して利用できる。それゆえ、従来の取付器具と比較して、製造コスト及び利用コストがき
わめて低廉で済む。
【００１５】
　もちろん、取付器具は、ホルダと支持部材が絶縁製素材より形成され、またホルダが支
持部材によって金属対象物から離れた位置となるので、電子タグの記録情報をリーダで読
み取る際、電磁波通信の障害となるようなこともない。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１６】
　本発明に係る具体的形態の一例を図面に基づき説明する。以下の例は、いずれもＵＨＦ
帯（高周波）のワイヤレス通信によって、リーダ（図示なし）から記録を読みとられるＩ
Ｃタグ（電子タグ）の取付器具であり、特に本形態例では、作業機械の工場において、作
業機械の部品を収納する金属製トートボックス（金属製対象物）に取り付けることを想定
した取付器具である。なお、以下の例はあくまで一例であって、本形態例を他の金属対象
物に取り付けても良いのは当然であるし、またその取付器具自体の形態が以下の形態に限
定されないこともまた当然である。
【００１７】
　図１に第１形態例を示す。本形態例は、ＩＣタグ用ホルダ1と、該ホルダ1を支持する支
持体2とから構成され、該支持体2の基端部には、円盤状の磁石3が取り付けられる。
【００１８】
　前記ホルダ1は、絶縁ゴム系プラスチック製のカードケース状であり、上辺にはＩＣタ
グの挿入口10が設けられるとともに、前面中央には、上下に伸びるＩＣタグ取出し用ガイ
ド溝11が穿設される。
【００１９】
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　前記支持体2は所定長さの棒状体から構成され、前記ホルダ1と同様に、絶縁ゴム系プラ
スチック製である。この支持体2は、例えば図４(a)に示すような曲折自在なフレキシブル
チューブ20を用いたり、同図(b)に示すように、本体を複数に分断したうえ各分断部分21
を枢軸ピン22で連結して、その本体を曲折自在としたりして、ホルダ1（ＩＣタグ）の位
置を最適な場所に移動させるようにしても良い。
【００２０】
　前記マグネット3は、円盤状ホルダ30に嵌め込まれており、その円盤状ホルダ30の円周
部に、前記支持体2の基端部が固着されている。これにより、マグネット3が金属製トート
ボックスに吸着されると、ＩＣタグ用ホルダ1は、取付面の接線方向上で、かつ取付面か
ら支持体2の長さ分離れた位置に配置される。
【００２１】
　図２に第２形態例を示す。本形態例は、基本的に前記第１形態例とほぼ同様の構造であ
るが（共通する構成は同一の符号を付す。以下同じ）、マグネット3が嵌め込まれる前記
円盤状ホルダ30に対する支持体2の取り付け方が前記第１形態例と異なっている。すなわ
ち、図示のように円盤状ホルダ30の円盤面中央に支持体2基端部が取り付けられる。これ
により、本形態例では、ＩＣタグ用ホルダ1が、取付面に対し垂直方向上の任意位置に離
れる態様となる。
【００２２】
　図３に第３形態例を示す。本形態例は、基本的に前記第２形態例とほぼ同様の構造であ
るが、支持体23がその中間部において直角に曲折している構造となっている点が前記第２
形態例と異なっている。この支持体23の曲折により、取付面の接線方向と平行線上で、か
つ取付面から支持体23の長さ分離れた位置に配置される。
【００２３】
　以上の形態例では、いずれも支持体2，23基端部のマグネット3を金属製トートボックス
（図示なし）に当接させれば磁力で吸着するので、きわめて簡易に取付が完了する。取り
外しも磁力の吸着力に抗してマグネット3を取付面から離すだけで良いので、取付器具の
脱着はきわめて容易となる。取り外した取付器具は何度でも利用できる。
【００２４】
　電子タグ（図示なし）の装着も、挿入はホルダ1の挿入口10から入れ込んでいくだけで
あり、また取り出しはホルダ1のガイド溝11から指で上方に押し出していけば良いので、
きわめて簡単に行える。
【００２５】
　このような各取付器具のホルダ1に電子タグを挿入して、工場の各部品の各トートボッ
クスに適宜取り付けていき（取付器具の取付後に電子タグを挿入してももちろん良い）、
ワイヤレス式リーダ（図示なし）で電子タグの記録を読みとっていけば、特に説明しなか
った部品管理システムによって、工場内の部品管理がきわめて容易に行えることになる。
トートボックスは金属製であるが、取付器具のホルダ1と支持体2,23が絶縁体で形成され
、かつホルダ1が所定長さの支持体2,23によってトートボックスから離れた位置となるの
で、リーダの読取時に何の障害も生じない。
【産業上の利用可能性】
【００２６】
　この発明は、あらゆる種類の電子タグを金属製対象物に取り付ける際に用いることがで
きる。
【図面の簡単な説明】
【００２７】
【図１】本発明に係る器具の第１形態例を示し、(a)は正面図、(b)は前図の側面図である
。
【図２】本発明に係る器具の第２形態例を示し、(a)は正面図、(b)は平面図である。
【図３】本発明に係る器具の第３形態例を示し、(a)は正面図、(b)は前図の側面図である
。
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【図４】支持体が可動自在となる種々の形態例を示し、(a)はフレキシブルチューブを用
いた例、(b)は枢軸ピンを用いた例のそれぞれの説明図である。
【図５】特開２００６－８５３２２に開示される従来構造の説明図である。
【符号の説明】
【００２８】
1　　　　　　ＩＣタグ用ホルダ
2，23　　　　支持体
3　　　　　　マグネット（磁性体）

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】
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